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  当事業所はご利用者に対して短期入所生活介護サービス及び介護予防短期入所生活介護 

サービス（以下｢短期入所生活介護サービス｣という。）を提供いたします。事業所の概要や 

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおりご説明申し上げます。 
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１．事業者 

（１）法人名      社会福祉法人陽光会 

（２）法人所在地    群馬県前橋市問屋町一丁目５番地４ 

（３）電話番号     ０２７－２５６－７７８８ 

（４）代表者氏名    理事長 高玉 真光 

（５）設立年月     平成１５年８月１１日 

 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定短期入所生活介護事業所（平成２３年１１月１日指定 前橋市） 

               介護保険事業所番号 第１０７０１０４３００号                   

              指定介護予防短期入所生活介護事業所（平成２３年１１月１日指定 前橋市） 

介護保険事業所番号 第１０７０１０４３００号 

              ※当事業所は特別養護老人ホームサンライフ問屋町に併設されています。 

（２）事業所の目的    利用者の心身の特性を踏まえて、その居宅において有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介

護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の

心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減

を図ることを目的とする。 

（３）事業所の名称    社会福祉法人陽光会  

特別養護老人ホーム サンライフ問屋町 

（４）事業所の所在地   群馬県前橋市問屋町一丁目５番地４ 

（５）電話番号      ０２７－２５３－４１６５ 

（６）施設長（管理者）  施設長 池田 美恵 

（７）施設の理念      常に入居者様の幸せを考え、笑顔あふれる温かい空間を創ります。 

サービス方針     ・一人ひとりの個性や生活リズムを尊重します。 

・“できる力”に目を向け、真心をもって支援します。 

・ご家族様、地域との“つながり”を大切にします。 

（８）開設年月       平成２３年１１月１日 

（９）営業日             年中無休（入退所の受付は原則として午前８時３０分から午後１７時３０分まで） 

（10）通常の送迎実施地域 前橋市、高崎市、渋川市、吉岡町、榛東村のうち、別紙に記載する 

地域を除く地域とする。 

（11）利用定員      １０人 
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３．事業所・居室等の概要 

（１）建物の構造 鉄筋コンクリート造 地上５階 

（２）建物の延べ床面積 ４９５１．６６㎡ 

（３）居室等の概要（特別養護老人ホーム ８０床分を含む） 

当事業所では以下の居室及び設備をご用意しています。利用される居室は全室個室です。

なお、居室の選定及び利用開始後の変更は、利用者の心身の状況や居室の空き状況等により、

施設側で行います。 

 居室・設備の種類 室 数 備   考 

ユニット型個室 （15.02～15.97 ㎡） ９０室 １ユニット １０名（計９ユニット） 

共同生活室（食堂）  ９室 各ユニットに１室 

共同トイレ ２７室 各ユニットに３室 

浴  室   ６室 介助浴槽６基、一般浴槽１基 

医 務 室   １室 ３階 

機能訓練室（多目的スペース）   １室  ５階 

※各居室内には、洗面台、テレビ、衣類等収納設備が備え付けてあります。 

 

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、利用者に対して短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。職員の配置については指定基準を遵守しています。 

なお、夜間については夜勤者５名、管理宿直者１名を配置しております。 

 

＜主な職員の配置状況及び職務内容＞ 

 

  （１）管理者 … １名（併設介護老人福祉施設管理者と兼務） 

職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。 

  （２）生活相談員 … １名（併設介護老人福祉施設生活相談員と兼務） 

利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又は 

その家族の相談に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。 

  （３）介護職員 … ４７名（常勤３９名、非常勤８名、併設介護老人福祉施設と兼務） 

利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立支援、日常生活の援助を行います。 

                 （４）看護職員 … １名（併設介護老人福祉施設と兼務） 

利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のために適切な援助を行います。 

  （５）機能訓練指導員 … １名（併設介護老人福祉施設と兼務） 

日常生活を営むのに必要な機能を改善又はその減退を防止するための訓練を行います。       

（６）管理栄養士 … ２名（併設介護老人福祉施設と兼務） 

利用者に提供する食事の管理、利用者の栄養指導に従事します。 
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５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。当事業所が提供するサービスに

ついては、「（１）介護保険の給付の対象となるサービス」と「（２）介護保険の給付対象となら

ないサービス」とがあります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第３条参照） 

    以下のサービスについては利用料金の大部分（７～９割）が介護保険から給付されます。 

 

＜サービスの概要＞ 

 

①食事（食事の提供にかかる費用は別途） 

□食品の種類及び調理方法について常に工夫し、栄養並びに身体の状況及び嗜好を考慮 

した食事を提供します。また、心身の状況に応じて、必要な介助を行います。 

□利用者の自立支援と相互に社会的関係を築くことができるよう、離床して共同生活室に 

て食事をとっていただくことを原則としています。ご希望や心身の状況により、居室で 

のお食事も可能です。 

□利用者様個別のペースに合わせ、適切な時間に食事を提供させていただきます。ただし 

大幅な時間延滞が生じた場合には食事を廃棄させていただく場合があります。 

（概ねの食事時間）朝食 ７時３０分～ 昼食 １２時００分～ 夕食 １８時００分～ 

②入 浴 

□身体の清潔を保つために、入浴又は清拭を実施します。 

□利用者の生活リズムや体調を考慮し、事前に利用回数を相談させていただきます。 

□寝たきりの状態でも介助浴槽を使用して入浴することができます。 

③排 泄 

□排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④機能訓練 

 □機能訓練指導員や介護職員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るの

に必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤口腔ケア 

□日々の口腔内の清潔や衛生管理に努めるため、口腔内の特徴やそれに伴う周辺の影響な

どを十分に把握したうえで、口腔内の清潔に努めます。 

⑥その他自立への支援 

□寝たきり防止のため、でき得る限り離床した生活となるよう配慮します。 

□生活のリズムを整えるために、毎朝夕の着替えを行うように配慮します。 

□清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 
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＜介護保険から給付される利用料金＞ 

 

①短期入所生活介護 
 

□短期入所生活介護費基本部分（日額） 

区分 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５ 

併設ユニット型個室 ６９６円 ７６４円 ８３８円 ９０８円 ９７６円 

 

□短期入所生活介護費加算部分（日額） 

加算名称 日 額 算定要件（概要） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  ２２円 介護職員総数のうち介護福祉士の割合が８０％以上 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数 

×０．０８３ 

介護職員の賃金改善費用見込額が介護職員処遇改善 
加算の算定見込み額を上回る賃金改善計画を策定し 
当該計画に基づき適切な措置を講じ賃金改善を実施 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数 

×０．０２７ 

①介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を算定 
②職場環境要件に関し複数の取組 
③賃上げ以外の処遇改善の公表 

医療連携強化加算  ５８円 

①重度者に対し急変予測・早期発見等のため看護職員 
が定期的な巡視を実施 

②主治医連絡不能時の対応に係る取決めを事前に行い 
重度な利用者を受け入れ 

＊前提条件＝看護体制加算（Ⅱ）算定 

機能訓練体制加算  １２円 機能訓練指導員（常勤専従）を配置し機能訓練を実施 

看護体制加算（Ⅰ）   ４円 正看護師（常勤）１名以上配置 

看護体制加算（Ⅱ）   ８円 
①看護職員 ２５：１以上配置 
②看護職員 ２４時間連絡体制確保 

看護体制加算（Ⅲ）   １２円 
（Ⅰ）の要件を満たし、要介護３以上の利用者が 
３０％以上の場合 
＊（Ⅰ）と併算定不可 

看護体制加算（Ⅳ）   ２３円 
（Ⅱ）の要件を満たし、要介護３以上の 
利用者が３０％以上の場合 
＊（Ⅱ）と併算定不可 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）  １８円 

基準配置数に加え１名（＊０．９名）以上の夜勤職員 
配置 
＊見守り機器を入所者数の１０％以上に 

設置し当該機器を安全かつ有効に活用 
するための委員会を設置し、必要な検討 
を実施 

夜勤職員配置加算（Ⅳ）   ２０円 
（Ⅱ）の要件を満たし、夜勤時間帯を通じて看護職員
を配置又は喀痰吸引等の実施ができる介護職員を配置 
＊（Ⅱ）との併算定不可 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円 

①認知症ケアに関する専門研修修了職員を 
基準以上配置 

②入居者総数のうち認知症者（日常生活 
自立度Ⅲ以上）の割合が５０％以上 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４円 
（Ⅰ）の要件を満たし認知症介護指導者研修修了者を 
配置 

緊急短期入所受入加算  ９０円 
居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者 
を受け入れ 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００円/月 
訪問・通所リハビリテーション事業所又はリハビリ 
テーションを実施している医療提供施設の理学療法士 
等が施設を訪問して共同で個別機能訓練計画書を作成 

送迎加算（片道分） １８４円 利用者の希望により送迎を実施 

療養食加算  ８円/回 医師の食事箋に基づき療養食を提供 

在宅中重度者受入加算 ４１３円 
短期入所生活介護の利用中に訪問看護事業所のサー 
ビスを併用 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００円 
医師が認知症行動・心理症状を認め緊急（一時的）な 
施設入所を実施 
＊算定限度＝入所日より７日以内 

若年性認知症利用者受入加算 １２０円 

若年性認知症利用者（６５歳未満）を受入れ個別の 
担当者を定め当該利用者の特性やニーズに応じた 
サービスを実施 
＊認知症行動・心理症状緊急対応加算との併算定不可 

※上記の加算については、加算条件を事業所が満たした場合又は加算対象サービスを 
行った場合に算定されます。 
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②介護予防短期入所生活介護 

 

□介護予防短期入所生活介護費基本部分（日額） 

区分 要支援１ 要支援２ 

ユニット型個室 ５２３円 ６４９円 

 

□介護予防短期入所生活介護費加算部分（日額） 

加算名称 日 額 算定要件（概要） 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  ２２円 介護職員総数のうち介護福祉士の割合が８０％以上 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数 

×０．０８３ 

介護職員の賃金改善費用見込額が介護職員処遇改善 
加算の算定見込み額を上回る賃金改善計画を策定し 
当該計画に基づき適切な措置を講じ賃金改善を実施 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 
所定単位数 

×０．０２７ 

①介護職員処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）を 算定 
②職場環境要件に関し複数の取組 
③賃上げ以外の処遇改善の公表 

機能訓練体制加算  １２円 
機能訓練指導員（常勤専従）を配置し機能訓練を 
実施 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円 

①認知症ケアに関する専門研修修了職員を 

基準以上配置 
②入居者総数のうち認知症者（日常生活 

自立度Ⅲ以上）の割合が５０％以上 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ４円 
（Ⅰ）の要件を満たし認知症介護指導者研修修了者 
を配置 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００円/月 
訪問・通所リハビリテーション事業所又はリハビリ 
テーションを実施している医療提供施設の理学療法士 
等が施設を訪問して共同で個別機能訓練計画書を作成 

送迎加算（片道分） １８４円 利用者の希望により送迎を実施 

療養食加算  ８円/回 医師の食事箋に基づき療養食を提供 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２００円 
医師が認知症行動・心理症状を認め緊急（一時的）な 
施設入所を実施 
＊算定限度＝入所日より７日以内 

若年性認知症利用者受入加算 １２０円 

若年性認知症利用者（６５歳未満）を受入れ個別の 
担当者を定め当該利用者の特性やニーズに応じた 
サービスを実施 
＊認知症行動・心理症状緊急対応加算との併算定不可 

※上記の加算については、加算条件を事業所が満たした場合又は加算対象サービスを 

行った場合に算定されます。 

 

③１単位あたりの単価額 

前橋市の地域区分は７級地のため、介護保険給付費額は上記の単位数に 10.17 円を乗じた

額（１円未満は切り捨て）になり、自己負担額はその１～３割となります。 

 

    ④その他 

利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一時的に

お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介

護保険から払い戻されます（償還払い）。 
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（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

    以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

 

①居住に要する費用（光熱水費及び室料（建物設備等の減価償却費等）） 

当事業所を利用し滞在されるにあたり、ご負担していただきます。 

ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、その認定証に記載

された居住費（滞在費）の金額のご負担となります。 

 

滞在費自己負担額（日額） 

区分 
基準額         

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第３段階 第２段階 第１段階 

ユニット型個室 2,370 円 1,310 円 820 円 820 円 

 

②食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方につきましては、その認定証に

記載された食費の金額のご負担となります。 

 

食費自己負担額（日額） 

基準額                

（第４段階） 

介護保険負担限度額認定証に記載されている額 

第３段階② 第３段階① 第２段階 第１段階 

1,990 円 1,300 円 1,000 円 600 円  300 円 

補足給付額  145 円   445 円  845 円 1,145 円 

 

※基準額（第４段階）の方への食費請求は、食事の提供実績により行います。 

なお、前日の午後６時までに届け出のない欠食につきましては提供されたものとみな

し、当該食費を徴収します。 

[食費負担額] 朝食 490 円、昼食 660 円、夕食 730 円、おやつ 110 円 

 

③ご家族の食事料金 

      ご家族の方が食事を召し上がる場合には、下記の料金をご負担いただきます。 

      なお、お支払いにつきましては、翌月の利用者食費と併せてご請求いたします。 
 

ご家族食事料金 朝食 ４９０円・昼食 ６６０円・夕食 ７３０円・おやつ １１０円 

 

④レクリエーション活動 

ご希望により、レクリエーション活動に参加していただくことができます。 

材料代等の実費をいただきます。 
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⑤買物代行サービス 

      ご希望により、下記のとおり毎週１回の買物代行サービスをご利用いただけます。 

      なお、購入品の費用については、事前にお預りさせていただきます。 

 

□対象者 利用者（ご家族様用の買物は代行できません） 

□実施日 週１回 

□利用方法 
①実施日前日までに購入依頼品を職員へ連絡。 

②現金を予め準備していただき、お預かりのうえ購入。 

□留意事項 

①買物代行で購入できる物品は、下記の指定区域内にて購入可能な 

商品に限ります。 

②火気類・刃物等危険物・生鮮食品・一品３万円以上の高額商品の 

購入はできません。 

□指定区域 施設から概ね３㎞圏内の近隣商業施設 

 

⑥出張理美容サービス 

      ご希望により、週１回程度の出張理美容サービスをご利用いただけます。なお、サービ

ス利用料については実費負担となり、事前にお預りさせていただきます。 

 

⑦日常生活上必要となる諸費用 

利用者の日常生活に要する費用のうち、利用者にご負担いただくことが適当であるもの

にかかる費用の実費をご負担していただきます。なお、おむつ代は介護保険給付の対象と

なっていますのでご負担の必要はありません。 

 

⑧通常の送迎実施地域外への送迎 

事業所からの送迎にかかる実走行距離が片道 10㎞を超過した場合は、184単位とは別に、

超過した実走行距離に対し片道 1 ㎞あたり 50 円をいただきます。（1 ㎞未満四捨五入） 

 

 

６．利用料金のお支払方法 

 

利用料金は利用日数に基づき、月末締めの計算となります。翌月の 15 日を目安に請求書を 

発行しますので、自動振替の方法で事業者の口座にお支払ください。 

なお、領収証は翌月の請求書とともに発行いたします。 

（１）指定金融機関（足利銀行全支店）口座からの自動引落し（手数料無料） 

    ＊引落日：毎月２５日（土日祝日の場合、翌営業日） 

 （２）ご利用者様の任意指定金融機関口座からの自動引落し （手数料１２０円） 

＊引落日：毎月２７日（土日祝日の場合、翌営業日） 
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７．利用の中止、変更、追加について 

 

（１）利用予定期間前の利用中止について 

利用者側の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止することができます。こ

の場合にはサービスの実施日前日までに事業者にお申し出ください。 

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、

取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。ただし利用者の体調不良等正

当な事由がある場合はこの限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の自己負担利用料金総額の５０％ 

 

 （２）利用の変更、追加について 

利用者側の都合により、利用期間及び入退所時間の変更、利用の追加ができます。ご希望

が出た時点で事業者にお申し出ください。 

なお、サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者側の

希望する期間にサービスの提供ができない場合、当事業所の介護支援専門員が他の利用可能

日時を利用者側に提示して協議させていただきます。 

 

８．個人情報の取り扱い 

 

（１）利用者への介護の提供に必要な利用目的 

 

    ①事業所内部での利用目的 

□利用者に提供する介護サービス等 

□介護保険事務 

□利用者のために行う施設の管理運営業務のうち次のもの 

※入退居等の管理 

※会計・経理 

※介護事故・緊急時等の報告 

※当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 

②第三者等への情報提供を伴う利用 

 □事業所が利用者に提供する介護サービスのうち次のもの 

   ※他の介護事業所等との連携（サービス担当者会議等）及び連絡調整 

   ※介護保険事務などの施設業務の一部を外部事業者へ業務委託 

   ※利用者の診療等にあたり、外部の医師の意見・助言を求める場合 

   ※ご家族及び身元引受人等への心身状態や生活状況の説明 

   ※研修等の実習生やボランティアの受け入れにおいて必要な場合 

    □介護保険事務のうち次のもの 

※保険事務の委託（一部委託含む） 

※審査支払機関へのレセプトの提出 

※審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

□損害賠償保険などにかかる保険会社等への相談又は届出等 
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 （２）（１）以外の利用目的 

 

①事業所内部での利用目的 

□事業所の管理運営業務のうち次のもの 

※居室や作品への氏名の掲示（写真等も含む） 

※介護サービスや業務の維持、改善の基礎資料 

※事業所等において行われる学生等の実習への協力 

※事業所において行われる事例研究等 

  

②第三者等への情報提供を伴う利用 

□事業所の管理運営業務のうち次のもの 

※外部監査機関、評価機関等への情報提供 

 

尚、あらかじめ利用者本人及び身元引受人の同意を得ず、利用目的の必要な範囲を 

超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。 

 

（３）利用者に関するお問い合わせへの対応 

     当事業所では、利用者に関する来訪や電話でのお問い合わせに対し、慎重に対応しており、

利用者のプライバシーに関わる個人情報につきましては、上記（１）（２）の場合を除き外

部に対し情報提供はいたしませんが、利用者が施設を利用されているかどうかについてのみ

情報提供させていただきます。 

 

（４）事業所内での写真の掲示及び当会広報誌・ホームページ等での氏名、写真の掲示 

     当事業所では、行事等などの写真記録等を、利用者の方々の楽しみの一環として、事業所

内に掲示する場合があります。また、広報活動の一環として、ご家族及び身元引受人、近隣

住民等に施設内の様子を伝え、高齢者福祉への理解を深めていただくために、当会の広報誌

やホームページに写真や氏名を掲載することがあります。 

つきましては、上記の個人情報利用可否についての意思表示を以下によりお願いいたします。 

 

①事業所内での掲示               □ 承諾する ・ □ 承諾しない 

②当会広報誌・ホームページでの掲載       □ 承諾する ・ □ 承諾しない 

 

 

９．事故発生時の対応について 

当事業所では、サービスの提供により事故が発生した場合は、すみやかに市町村、契約者又は

利用者のご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際

して行った処置を記録いたします。なお、事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐ

ための対策を講じます。 
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１０．損害賠償について 

    当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速やかに

その損害を賠償いたします。また、守秘義務に違反した場合も同様とします。 

   ただし、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合には、生じた損

害を賠償しない、ないしは、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

１１．苦情の受付について 

（１）当事業所の苦情受付窓口 

①受付担当者 ： 特別養護老人ホーム サンライフ問屋町 生活相談員 今井 央 

②電 話 番 号 ： ０２７－２５３－４１６５ 

   ③受 付 時 間 ： ８時３０分～１７時３０分まで（全日） 

※受付時間以外や担当者不在時でも常時対応できる体制となっております。 

また、施設内にご意見受付箱を設置しておりますのでご活用下さい。 

 

（２）外部相談所 

①前橋市福祉部介護保険課（ 前橋市大手町二丁目 12 番地 1 号 / 027-224-1111 ） 

②国民健康保険団体連合会（ 前橋市元総社町 335-8 / 027-290-1363 ） 

③群馬県福祉サービス運営適正化委員会（ 前橋市新前橋町 13-12 / 027-255-6669 ） 

 

（３）相談（苦情）対応委員会 

      当法人では第三者委員を選任のうえ相談（苦情）対応委員会を組織し、適切な苦情の解

決に努めております。苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受付けま

すが、第三者委員へ直接申し出る事もできます。 

 

１２．身元引受人 

    契約者は、利用者の残置物や利用料金等の滞納があった場合に備えて、一切の残置物の引き

取り及び債務の保証人として身元引受人を定めていただきます。なお、契約者は身元引受人を

兼ねることができるものとします。 

 

１３．サービスの利用に関する留意事項 

    当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されている利用者の快適性、安全性を確保す

るため、下記の事項をお守り下さい。 

 

（１）持ち込みの制限 

     ご利用にあたり、以下のものは原則として持ち込むことができません。 

ライター等の火器、ナイフ等刃物類、ペット等の生き物、現金、高価な貴金属証券類 

他利用者に迷惑がかかると思われる物 

 

（２）面会 

    面会時間は、原則として午前９時００分から午後８時００分になります。 

※施設は午後８時００分に施錠いたします。 

    ※来訪者は、必ずその都度受付の面会簿にご記入下さい。 

    ※なお、犬・猫等のペット類を連れてのご来訪は、原則禁止とさせていただきます。 
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（３）施設及び設備の使用上の注意 

   ①居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

   ②故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、

汚したりした場合には、利用者側の自己負担により原状に復していただくか、又は相当な

代価をお支払いいただく場合があります。 

    ③利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合

には、利用者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとします。但しそ

の場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

   ④当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動

を行うことはできません。 

 

（４）喫煙 

 事業所で指定した喫煙スペース以外での喫煙はできません。 

 

（５）サービス利用中の医療の提供について 

    医療を必要とする場合は、利用者側の希望により、下記の協力医療機関にて診療や入院治

療を受けることができます。但し、下記医療機関での優先的な診療及び入院治療を保証する

ものではありません。また下記医療機関での診療及び入院治療を義務付けるものでもありま

せん。 

【 協力医療、歯科医療機関 】 

医療機関の名称 
（１）公益財団法人老年病研究所附属病院 

（２）公益財団法人老年病研究所附属高玉診療所 

所在地 
（１）群馬県前橋市大友町三丁目２６－８ 

（２）群馬県前橋市本町一丁目１７－４ 

診療科 

（１）内科、脳神経内科、脳神経外科、整形外科、眼科 

   歯科・歯科口腔外科、皮膚科、糖尿病外来、高血圧外来 

   麻酔科、消化器内科、リハビリテーション科、物忘れ外来 

   漢方外来、循環器内科外来、不整脈外来、睡眠時無呼吸外来 

   泌尿器外来、内視鏡、腎臓リウマチ内科、禁煙外来 

（２）内科、神経内科、麻酔科 

 

 

１４．第三者評価（ ISO9001：2015 ）の実施状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三者評価 
（ ISO9001：2015 ） 
の実施状況 

１  あり  

実 施 日 令和３年１１月４日～５日 

評価機関名称 一般社団法人日本能率協会 

結 果 の 開 示 １  あり（  認証  ）   ２  なし  

２  なし  
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説明年月日：令和  年  月  日 

 

 

 

□契約の締結にあたり、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

                   説明者職氏名：           （押印省略） 

 

 

 

 

□契約の締結にあたり、本書面により重要事項の説明を受けました。また、利用者本人及び身元引受

人、家族等に関する個人情報を、本書に定める個人情報の取扱いの範囲内において利用、提供、又

は収集することについて同意しました。 

 

 

 

              利用契約者 住所：                    

 

                    氏名：             （押印省略） 

                    （利用者との関係：       ） 

 

 

 

              身元引受人 住所：                    

 

                    氏名：             （押印省略） 

                    （利用者との関係：       ） 

 

 

※契約者が身元引受人を兼ねる場合は身元引受人欄に「同上」と記載 

 

 

 

□この証として、契約当事者は本書２通を作成し署名捺印のうえ、各自その１通を保有します。 
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 別 紙  

 

 

通常の送迎の実施地域 

 

 

通常の送迎の実施地域は、前橋市、高崎市、渋川市、吉岡町、榛東村のうち下記に記載する 

地域を除く地域とする。 

 

 

□前橋市（５０音順） 

 

 新井町・荒口町・荒子町・飯土井町・泉沢町・市之関町・今井町・笂井町大胡町・大前田町 

柏倉町・粕川町・金丸町・上大屋町・上増田町・河原浜町・神沢の森・小坂子町・小島田町 

駒形町・下阿内町・下大屋町下川町・下佐鳥町・下増田町・滝窪町・鶴が谷町・鶴光路町 

徳丸町・富田町・苗ヶ島町・中内町・新堀町・西大室町・西善町・二之宮町・鼻毛石町・馬場町

東大室町・東金丸町・東善町・樋越町・房丸町・嶺町・宮地町・三夜沢町・茂木町・横沢町 

力丸町 

 

 

□高崎市（５０音順） 

 

 阿久津町・石原町・岩押町・岩鼻町・片岡町・金井淵町・上大島町・上里見町・上佐野町 

上滝町・上豊岡町・上中居町・上室田町・北久保町北双葉町木部町・倉賀野町・倉渕町 

栗崎町・剣崎町・神戸町・佐野窪町・新後閑町・下大島町・下大類町・下斎田町・下里見町 

下佐野町・下滝町下豊岡町・下中居町・下之城町・下室田町・下和田町・十文字町・宿横手町 

白岩町・城山町・新町・台新田町・高関町・高浜町・竜見町・寺尾町・常盤町・中居町 

中里見町・中島町・中豊岡町・中室田町・根小屋町・乗附町・鼻高町・榛名湖町・榛名山町 

東中里町・聖石町・藤塚町・双葉町・本郷町・町屋町・三ツ子沢町・宮沢町・宮原町・八千代町 

矢中町・山名町・八幡原町・八幡町・吉井町・若田町・和田多中町・綿貫町・和田町 

 

 

□渋川市（５０音順） 

 

 赤城町・阿久津・伊香保町・石原・祖母島・小野子・金井・上白井・川島・北牧・渋川・白井 

中郷・中村・南牧・半田・吹屋・北橘町・行幸田・村上・横堀 

 

 

□榛東村 

 

 上野原 

 


